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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
寝台と、
　該寝台の上方に位置する上方支持部材と、
　該寝台に載った対象物の内部の対象部位に止着した止着部材に連結した磁性材料からな
る磁気アンカーに、上記対象物外部から磁力を及ぼすことにより上記磁気アンカーに動力
を与える磁力発生装置と、
を備える磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記寝台の側部と上記上方支持部材とに跨る防護部材を備えることを特徴とする磁気ア
ンカー遠隔誘導システム。
【請求項２】
請求項１記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記防護部材が、上記寝台の側部と上記上方支持部材の間を開閉可能である磁気アンカ
ー遠隔誘導システム。
【請求項３】
請求項２記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記防護部材が、その上端部と下端部の一方を、上記上方支持部材と寝台の一方に上記
寝台の長手方向に延びる回転軸回りに回転可能として取り付けた回転式防護部材である磁
気アンカー遠隔誘導システム。
【請求項４】
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請求項２記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記防護部材が、上記上方支持部材から上記寝台側に延びる上側布製防護部材と、上記
寝台から上記上方支持部材側に延びる下側布製防護部材と、を備え、
　上記上側布製防護部材の下縁部と上記下側布製防護部材の上縁部の間に線ファスナを設
けた磁気アンカー遠隔誘導システム。
【請求項５】
請求項２記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記防護部材が、その上端が上記上方支持部材に設けた略水平な巻取軸によって巻き取
り可能に支持され、その下端に設けた係止部材が上記寝台に設けた被係止部材と係脱可能
、又は、その下端が上記寝台に設けた略水平な巻取軸によって巻き取り可能に支持され、
その上端に設けた係止部材が上記上方支持部材に設けた被係止部材と係脱可能な布製防護
部材である磁気アンカー遠隔誘導システム。
【請求項６】
請求項２記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記防護部材が、上記上方支持部材に略水平な回転軸回りに回転可能として支持した上
側回転式防護部材と、上記寝台に略水平な回転軸回りに回転可能として支持した下側回転
式防護部材と、を備え、
　上記上側回転式防護部材の下端部と下側回転式防護部材の上端部の一方に、上側回転式
防護部材の下端部と下側回転式防護部材の上端部が対向したときに上側回転式防護部材の
下端部と下側回転式防護部材の上端部の他方に設けた被ロック部材をロックするロック装
置を設けた磁気アンカー遠隔誘導システム。
【請求項７】
請求項２記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記防護部材が、上記上方支持部材から上記寝台側に延び、かつ、上下方向にスライド
することにより下端部が上記寝台に接離するスライド式防護部材である磁気アンカー遠隔
誘導システム。
【請求項８】
請求項２記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記防護部材が、上記上方支持部材と上記寝台の一方から他方に向かって延びる筒状を
なし、かつ、下縁部に上記寝台に載った上記対象物を避けるための凹部を形成した蛇腹式
防護部材である磁気アンカー遠隔誘導システム。
【請求項９】
請求項２から８のいずれか１項記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記防護部材が上記寝台の側部と上記上方支持部材の間を閉じたときに上記磁力発生装
置を動作可能とし、上記防護部材が上記寝台の側部と上記上方支持部材の間を開放したと
きに上記磁力発生装置の動作を不能にする制御手段を備える磁気アンカー遠隔誘導システ
ム。
【請求項１０】
請求項１から９のいずれか１項記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記上方支持部材を囲む支持部材用防護部材を設けた磁気アンカー遠隔誘導システム。
【請求項１１】
請求項１０記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記防護部材と上記支持部材用防護部材とを一体化した磁気アンカー遠隔誘導システム
。
【請求項１２】
請求項１０記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記防護部材と上記支持部材用防護部材を別部材とし、かつ両者を分離した磁気アンカ
ー遠隔誘導システム。
【請求項１３】
寝台と、
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　該寝台に載った対象物の内部の対象部位に止着した止着部材に連結した磁性材料からな
る磁気アンカーに、上記対象物外部から磁力を及ぼすことにより上記磁気アンカーに動力
を与える磁力発生装置と、
を備える磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記寝台に、該寝台の側部から上方に向かって突出し、かつ上記寝台からの突出量を調
整可能なスライド式防護部材であることを特徴とする磁気アンカー遠隔誘導システム。
【請求項１４】
請求項１３記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記出没式防護部材の突出量が最大となったときに上記磁力発生装置を動作可能とし、
上記突出量が最大より小さいときは上記磁力発生装置の動作を不能にする制御手段を備え
る磁気アンカー遠隔誘導システム。
【請求項１５】
請求項１から１４記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記防護部材が非磁性体からなる磁気アンカー遠隔誘導システム。
【請求項１６】
請求項１から１５記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記防護部材が網材からなる磁気アンカー遠隔誘導システム。
【請求項１７】
請求項１６記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記防護部材における上記寝台側と反対側の表面を磁性体によって構成した磁気アンカ
ー遠隔誘導システム。
【請求項１８】
床面上に載置した寝台と、
　該寝台に載った対象物の内部の対象部位に止着した止着部材に連結した磁性材料からな
る磁気アンカーに、上記対象物外部から磁力を及ぼすことにより上記磁気アンカーに動力
を与える磁力発生装置と、
を備える磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記床面に、上記寝台及び上記磁力発生装置の前後左右及び上部を囲む形状の防護部材
を載置したことを特徴とする磁気アンカー遠隔誘導システム。
【請求項１９】
請求項１８記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記防護部材が網材からなる磁気アンカー遠隔誘導システム。
【請求項２０】
請求項１８または１９記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記防護部材の側面に開口部を設け、該開口部に該開口部と略同じ形状のドアを開閉自
在に取り付けた磁気アンカー遠隔誘導システム。
【請求項２１】
請求項２０記載の磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、
　上記ドアが閉じたときに上記磁力発生装置を動作可能とし、上記ドアが開いたときは上
記磁力発生装置の動作を不能にする制御手段を備える磁気アンカー遠隔誘導システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡観察下で病変部を切除する際に、磁界によって誘導可能な磁気アンカ
ーを用いて、患者の病変部を持ち上げることが可能な磁気アンカー遠隔誘導システムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願人は、寝台に載った患者の体内の対象部位（例えば胃などの臓器）の患部に止着
したクリップに磁性材料からなる磁気アンカーを連結し、かつ患者の体外に配設した磁力
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発生装置から磁気アンカーに磁力を及ぼすことにより磁気アンカーを移動させ、クリップ
によって患部を持ち上げる処置方法を提案している（特許文献１）。このように患部を持
ち上げれば、処置具によって患部を簡単に切除できるようになる。
【特許文献１】特開２００４－１０５２４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　磁力発生装置が発生する磁力は大きいので、寝台や磁力発生装置の周囲にある小さな磁
性部材が磁力発生装置に引き寄せられ、一度電源を切らないと磁性部材と磁力発生装置の
吸着状態を解除できなくなるおそれがあった。このような事態になると、術者が内視鏡的
切除術に集中しづらくなり、患者は不快な思いをすることになるため、内視鏡的切除術を
円滑に行えなくなってしまう。
【０００４】
　本発明は、寝台や磁力発生装置の周囲に位置する磁性部材が磁力発生装置側に引き寄せ
られても、内視鏡的切除術を円滑に行えるようにした磁気アンカー遠隔誘導システムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の磁気アンカー遠隔誘導システムは、第１の態様によると、寝台と、該寝台の上
方に位置する上方支持部材と、該寝台に載った対象物の内部の対象部位に止着した止着部
材に連結した磁性材料からなる磁気アンカーに、上記対象物外部から磁力を及ぼすことに
より上記磁気アンカーに動力を与える磁力発生装置と、を備える磁気アンカー遠隔誘導シ
ステムにおいて、上記寝台の側部と上記上方支持部材とに跨る防護部材を備えることを特
徴としている。
【０００６】
　上記防護部材が、上記寝台の側部と上記上方支持部材の間を開閉可能であるのが好まし
い。
【０００７】
　上記防護部材は、例えば、その上端部と下端部の一方を、上記上方支持部材と寝台の一
方に上記寝台の長手方向に延びる回転軸回りに回転可能として取り付けた回転式防護部材
として実施可能である。
【０００８】
　また、上記防護部材が、上記上方支持部材から上記寝台側に延びる上側布製防護部材と
、上記寝台から上記上方支持部材側に延びる下側布製防護部材と、を備え、上記上側布製
防護部材の下縁部と上記下側布製防護部材の上縁部の間に線ファスナを設てもよい。
【０００９】
　上記防護部材を、その上端が上記上方支持部材に設けた略水平な巻取軸によって巻き取
り可能に支持され、その下端に設けた係止部材が上記寝台に設けた被係止部材と係脱可能
、又は、その下端が上記寝台に設けた略水平な巻取軸によって巻き取り可能に支持され、
その上端に設けた係止部材が上記上方支持部材に設けた被係止部材と係脱可能な布製防護
部材としてもよい。
                                                                        
【００１０】
　上記防護部材が、上記上方支持部材に略水平な回転軸回りに回転可能として支持した上
側回転式防護部材と、上記寝台に略水平な回転軸回りに回転可能として支持した下側回転
式防護部材と、を備え、上記上側回転式防護部材の下端部と下側回転式防護部材の上端部
の一方に、上側回転式防護部材の下端部と下側回転式防護部材の上端部が対向したときに
上側回転式防護部材の下端部と下側回転式防護部材の上端部の他方に設けた被ロック部材
をロックするロック装置を設けてもよい。
【００１１】
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　上記防護部材を、上記上方支持部材から上記寝台側に延び、かつ、上下方向にスライド
することにより下端部が上記寝台に接離するスライド式防護部材として実施することも可
能である。
【００１２】
　上記防護部材を、上記上方支持部材と上記寝台の一方から他方に向かって延びる筒状を
なし、かつ、下縁部に上記寝台に載った上記対象物を避けるための凹部を形成した蛇腹式
防護部材としてもよい。
【００１３】
　上記防護部材が上記寝台の側部と上記上方支持部材の間を閉じたときに上記磁力発生装
置を動作可能とし、上記防護部材が上記寝台の側部と上記上方支持部材の間を開放したと
きに上記磁力発生装置の動作を不能にする制御手段を備えるのが好ましい。
【００１４】
　さらに、上記上方支持部材を囲む支持部材用防護部材を設けるのが好ましい。
　この場合は、上記防護部材と上記支持部材用防護部材とを一体化してもよいし、また、
上記防護部材と上記支持部材用防護部材を別部材とし、かつ両者を分離してもよい。
【００１５】
　本発明の磁気アンカー遠隔誘導システムは、第２の態様によると、寝台と、該寝台に載
った対象物の内部の対象部位に止着した止着部材に連結した磁性材料からなる磁気アンカ
ーに、上記対象物外部から磁力を及ぼすことにより上記磁気アンカーに動力を与える磁力
発生装置と、を備える磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、上記寝台に、該寝台の側
部から上方に向かって突出し、かつ上記寝台からの突出量を調整可能なスライド式防護部
材であることを特徴としている。
【００１６】
　この態様の場合は、上記出没式防護部材の突出量が最大となったときに上記磁力発生装
置を動作可能とし、上記突出量が最大より小さいときは上記磁力発生装置の動作を不能に
する制御手段を備えるのがよい。
【００１７】
　いずれの態様においても、上記防護部材が非磁性体とすることが可能である。
【００１８】
　また、いずれの態様においても、上記防護部材が網材からなっていてもよい。
　さらに、この場合は、上記防護部材における上記寝台側と反対側の表面を磁性体によっ
て構成するのが好ましい。
【００１９】
　本発明の磁気アンカー遠隔誘導システムは、第３の態様によると、床面上に載置した寝
台と、該寝台に載った対象物の内部の対象部位に止着した止着部材に連結した磁性材料か
らなる磁気アンカーに、上記対象物外部から磁力を及ぼすことにより上記磁気アンカーに
動力を与える磁力発生装置と、を備える磁気アンカー遠隔誘導システムにおいて、上記床
面に、上記寝台及び上記磁力発生装置の前後左右及び上部を囲む形状の防護部材を載置し
たことを特徴としている。
【００２０】
　この態様の場合は、上記防護部材が網材からなるのがよい。
【００２１】
　さらに、上記防護部材の側面に開口部を設け、該開口部に該開口部と略同じ形状のドア
を開閉自在に取り付けるのがよい。
【００２２】
　さらに、上記ドアが閉じたときに上記磁力発生装置を動作可能とし、上記ドアが開いた
ときは上記磁力発生装置の動作を不能にする制御手段を備えるのが好ましい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、寝台や磁力発生装置の周囲に位置する磁性部材が磁力発生装置側に引
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き寄せられても、寝台の側部と上方支持部材とに跨る防護部材（請求項１）や寝台の側部
から上方に向かって突出する防護部材（請求項１０）によって、磁性部材が寝台に載って
いる対象物に向かうのを防ぐので、内視鏡的切除術を円滑に行える。
　また、請求項１５のように、上方支持部材を囲む支持部材用防護部材を設ければ、磁力
発生装置の磁力により上方支持部材が磁化された場合でも、周囲の磁性部材を上方支持部
材に引き寄せてしまうことを防止できる。
　さらに、請求項１８のように、防護部材を床面に載置した寝台及び磁力発生装置の前後
左右及び上部を囲む形状のものとすれば、この防護部材の外側にある磁性部材が防護部材
の内側に引き寄せられるのを完全に防止できるので、より効果的である。
【００２４】
　請求項２のように防護部材を開閉可能にすれば、寝台に対象物を載せやすくなる。
【００２５】
　請求項９、１４及び２１のような制御手段を設ければ、防護部材が開いているとき（請
求項９、１４）やドアが開いているとき（請求項２１）に磁力発生装置が磁力を発生する
ことがない。そのため、磁性部材が寝台に載っている対象物に向かったり（請求項９、１
４）、防護部材の外側にある磁性部材が防護部材の内側に入るおそれをより小さくできる
。
【００２６】
　請求項１５のように防護部材を非磁性体により構成すれば、磁性部材を有する物体が防
護部材に引き寄せられ難くなる。
【００２７】
　請求項１６及び請求項１９のように防護部材を網材により構成すれば、防護部材の外側
から防護部材の内側を観察できるので、内視鏡術をより安全に行えるようになる。
　また、防護部材を軽量化できる。
【００２８】
　請求項１６のように防護部材を網材にしたときは、網材の網目より小さい磁性部材が網
目をすり抜けてしまうおそれがある。
　しかし、請求項１７のように防護部材の寝台と反対側の表面を磁性体により構成すれば
、このような小さい部材が防護部材の表面に吸着する可能性が高いので、このような小さ
い部材が網目をすり抜けるおそれを低減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の磁気アンカー遠隔誘導システムについて添付図面を利用しながら説明す
る。
　まずは、磁気アンカー遠隔誘導システムの詳細な説明をする前に、磁気アンカー遠隔誘
導システムを用いて行う内視鏡的切除術の概要について図１～図６を参照しながら説明す
る。
【００３０】
　この内視鏡的切除術を行うには、まず図示するように患者の口から患者の体内に可撓性
材料からなるオーバチューブＯＴを挿入し、その先端部を患者の対象部位（例えば胃Ａ１
）に挿入しておく。そして、内視鏡１０に形成した処置具用チャンネル１２に可撓性材料
からなるクリップ挿入用チューブ１３を挿入し、クリップ挿入用チューブ１３の先端開口
部でクリップ１５を嵌合保持する。クリップ１５は金属等の弾性を有する線材を略Ｕ字形
に曲げ加工し、その一対の開閉片１６の中間部にラチェット部材１７を設けたものである
。ラチェット部材１７は、一対の開閉片１６の間隔を狭めるときは開閉片１６の動作を妨
げずかつ調整した間隔を保持する機能を有している。一方、ラチェット部材１７のラチェ
ット歯同士の係合状態を解除すれば、一対の開閉片１６の間隔を広げることが可能になる
。
　内視鏡１０の挿入部１１の先端部をオーバチューブＯＴを通して胃Ａ１の内部に挿入し
、クリップ挿入用チューブ１３の内部に予め挿入しておいたプッシングロッド（図示略）
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の基端部（患者の体外に位置している）を操作して、プッシングロッドの先端部によって
クリップ１５をクリップ挿入用チューブ１３の先端開口部から押出し、クリップ１５を胃
Ａ１の内部に配置する。
　次いで、クリップ挿入用チューブ１３を処置具用チャンネル１２から取り出し、処置具
用チャンネル１２に把持鉗子１９を挿入し、図２に示すように把持鉗子１９の先端部に設
けた一対の開閉片２０を利用して胃Ａ１に配置しておいたクリップ１５の一対の開閉片１
６を把持し、一対の開閉片１６の先端部を閉じることにより一対の開閉片１６の先端部で
胃Ａ１の患部Ｂを把持する（一対の開閉片１６同士の間隔はラチェット部材１７によって
保持される）。
　次に、内視鏡１０を患者の体外に引き出して把持鉗子１９の開閉片２０で強磁性体（純
鉄、鉄合金、プラチナマグネット、希土類磁石、テルビウム・ディスプロシウム・鉄合金
などの磁石）からなる磁気アンカー２２の突片２３を把持し（突片２３に形成した係止孔
２４に開閉片２０の先端部を係合する）、図２に示すように挿入部１１の先端部をオーバ
チューブＯＴを介して再度胃Ａ１に挿入する。そして、磁力発生装置５７の電磁石５８を
作動させることにより磁界を発生させ、その磁力によって磁気アンカー２２を胃Ａ１の内
壁面に吸着させておく（図３参照）。
【００３１】
　次に、内視鏡１０の処置具用チャンネル１２から把持鉗子１９を引き抜き、先端に注射
針を具備する処置具（図示略）を処置具用チャンネル１２に挿入して、該処置具により患
部Ｂの周辺部である粘膜下層Ｃに生理食塩水を注入して、患部Ｂを固有筋層Ｄから浮き上
がらせておく。
　さらに、内視鏡１０を患者の体外に取り出して処置具用チャンネル１２から該処置具を
引き抜いた後に把持鉗子１９を処置具用チャンネル１２に再び挿入し、把持鉗子１９の開
閉片２０で連結具２５（図４参照）を把持する。そして、図４に示すように挿入部１１の
先端部をオーバチューブＯＴを介して再度胃Ａ１の内部に挿入する。
　図示するように連結具２５は柔軟なひも２６の両端部にフック２７とフック２８を固定
した部材である。胃Ａ１の内部に挿入した連結具２５は、図５に示すように、電磁石５８
による磁界の強さを弱めた状態で把持鉗子１９によって一方のフック２７を磁気アンカー
２２の係止孔２４に係合し、その後に他方のフック２８をクリップ１５に係合する。
　このように連結具２５によってクリップ１５と磁気アンカー２２を連結したら、電磁石
５８による磁界の強さを再度強めて、図５に示すように磁気アンカー２２を上方に移動さ
せる。すると、連結具２５のひも２６が緊張するので、クリップ１５によって胃Ａ１の患
部Ｂが持ち上げられる。
　このようにして患部Ｂを持ち上げたら、内視鏡１０の処置具用チャンネル１２から把持
鉗子１９を取り出して、処置具用チャンネル１２に高周波メス３０を挿入する。そして、
高周波メス３０によって患部Ｂを粘膜とともに切除する（図６参照）。患部Ｂを持ち上げ
ると患部Ｂと正常組織との境界部に切除する部分を十分に形成できるので、患部Ｂが偏平
な形状であっても高周波メス３０によってこの境界部を簡単に切除できる。
【００３２】
　患部Ｂの切除作業が完了したら、電磁石５８の作動を停止させ（磁界を消失させる）、
高周波メス３０の代わりに把持鉗子１９を再度処置具用チャンネル１２に挿入する。そし
て、把持鉗子１９の開閉片２０によって連結具２５を把持した後に、内視鏡１０の挿入部
１１をオーバチューブＯＴに沿ってクリップ１５、磁気アンカー２２、連結具２５、及び
切り取った患部Ｂと一緒に患者の体外に取り出す。そして、その後に胃Ａ１の患部Ｂを切
除した部分の縫合や消毒などを行う。
【００３３】
　続いて以上説明した内視鏡術において胃Ａ１内に配置した磁気アンカー２２に磁力を及
ぼすための磁気アンカー遠隔誘導システムについて説明する。
　まず、図７及び図８を用いて第１の実施形態について説明する。
　手術室の床面Ｆには前後方向に長い形状の寝台５１が固定してある。図示するように寝



(8) JP 5182800 B2 2013.4.17

10

20

30

40

50

台５１の上面には断面略半円状の凹溝５２が寝台５１の全長に渡って凹設してある。
　床面Ｆにおける磁気アンカー遠隔誘導システム５０の側方には基台５４が固定してあり
、この基台５４から上方に向かって正面視倒立Ｌ字形をなす支持部材５５が延びている。
支持部材５５の先端部には凹溝５２の直上に位置する上方支持部材５６が固定してあり、
上方支持部材５６の下部には、鉄心にコイルを巻いた構造の電磁石５８を有する磁力発生
装置５７が設けてある。
　上方支持部材５６の一方の側部には寝台５１より前後長が短い板材からなる防護部材６
０の上端部が固定してあり、防護部材６０の下端部は寝台５１の上面の支持部材５５側の
側縁部に固定してある。防護部材６０は、非磁性材料（例えば、チタン等の金属材や超高
強力ポリエチレン繊維など）によって構成してある。
　また、上方支持部材５６の他方の側部には前後方向に延びる回転軸回りに回転可能な蝶
番６２の一方の回動片が固定してあり、蝶番６２の他方の回動片には防護部材６０とほぼ
同じ形状（略左右対称形状）で同じ材質からなる回転式防護部材６３の上端部が固定して
ある。回転式防護部材６３の外側面の下端部近傍には取手６４が固定してある。図示する
ように、回転式防護部材６３は図７及び図８に実線で示す閉位置（回転式防護部材６３の
下端部が寝台５１の上面の側縁部に接触する位置）と、上方に跳ね上がる開位置（図７の
仮想線の位置）との間を回転可能である。
　さらに、回転式防護部材６３の内側面と上方支持部材５６とには、ガススプリング６５
の両端部がそれぞれ前後方向に延びる回転軸回りに回転可能として接続してあり、このガ
ススプリング６５によって回転式防護部材６３は常に開方向に回転付勢されている。さら
に、回転式防護部材６３の下端面には、回転式防護部材６３が閉位置に位置するときに寝
台５１に設けた被ロック部材（図示略）と係合して回転式防護部材６３の閉状態を保持す
るロック装置６６が設けてある。
【００３４】
　また、上方支持部材５６には接点装置６８が設けてある。この接点装置６８は固定接点
と可動接点を備えており、可動接点には固定接点から離間する方向の付勢力が常に掛かっ
ている。回転式防護部材６３が閉位置に位置するときは可動接点が回転式防護部材６３の
上端部によって押されることにより固定接点と接触し、回転式防護部材６３が開くと回転
式防護部材６３の上端部が可動接点から離間するので可動接点が固定接点から離れる。
　図示するように基台５４、支持部材５５及び上方支持部材５６の内部には電線Ｌ１が配
設してある。この電線Ｌ１は図示を省略した電源と磁力発生装置５７と接点装置６８（可
動接点と固定接点）に接続しており、電源、磁力発生装置５７及び接点装置６８と共に一
つの回路を形成している。
【００３５】
　さらに、上方支持部材５６の上面には側面視略Ｔ字形をなす固定部材５６ａが固定して
あり、この固定部材５６ａに、上方支持部材５６の上部及び支持部材５５の水平部の先端
部の周囲を囲む箱状形状でかつ防護部材６０と同じ材質の支持部材用防護部材６９が固定
してある。支持部材用防護部材６９の底部における上方支持部材５６の回転式防護部材６
３側の側面より支持部材５５側に位置する部分は（上方支持部材５６及び支持部材５５が
位置する部分を除いて）塞がれているが、支持部材用防護部材６９の底部における上方支
持部材５６の当該側面より回転式防護部材６３側に位置する部分は開口している。さらに
、支持部材用防護部材６９における回転式防護部材６３側の側面部は、その上縁部（前後
方向に延びている）を中心に天井部に対して回転可能な開閉部６９ａとなっている。その
ため、回転式防護部材６３が閉位置に位置するときは開閉部６９ａは略垂直状態となり支
持部材用防護部材６９の回転式防護部材６３側の側面を塞ぐが、回転式防護部材６３が開
位置まで回転すると開閉部６９ａは回転式防護部材６３によって上方に跳ね上げられる（
図７の仮想線参照）。
【００３６】
　以上構成の磁気アンカー遠隔誘導システム５０を用いて上述の内視鏡的切除術を行うに
は、ロック装置６６によるロックを解除することにより回転式防護部材６３を開位置に位
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置させておき、回転式防護部材６３と寝台５１の間に出来た空間から患者Ａを寝台５１の
上面に移動させる。
　患者Ａが凹溝５２に横たわったら（図８に示すように枕Ｐを用いても良い）、回転式防
護部材６３をガススプリング６５の付勢力に抗して閉位置まで回転させてロック装置６６
により上記被ロック部材を利用して回転式防護部材６３をロックする。すると、接点装置
６８の可動接点が固定接点と接触するので、上記電源から電線Ｌ１（回路）に電流が流れ
電磁石５８が作動可能になる。従って、電磁石５８作動用のスイッチ（図示略）を操作す
れば、電磁石５８が磁界を発生する。すると、電磁石５８で発生した磁界（磁力）が凹溝
５２に横たわっている患者Ａの胃Ａ１に及ぶので、上述した磁気アンカー２２を利用した
内視鏡的切除術を行えるようになる。
【００３７】
　磁力発生装置５７が発生する磁界（磁力）はかなり大きいので、この磁界が胃Ａ１内に
配設した磁気アンカー２２だけでなく、磁気アンカー遠隔誘導システム５０の周囲に位置
する小さな磁性部材（例えば、止血クリップや把持鉗子にも及び、この磁性部材が電磁石
５８に引き寄せられてしまうことがある。しかし、本実施形態では患者Ａの両側部を防護
部材６０と回転式防護部材６３で塞いでいるので、電磁石５８に引き寄せられた磁性部材
が患者Ａに向かうのを防止できる。そのため、上述の内視鏡的切除術を円滑に行うことが
可能である。
　さらに、支持部材５５及び上方支持部材５６が磁性材料からなる場合は、上方支持部材
５６や支持部材５５の先端部が電磁石５８が発生する磁界によって磁化されてしまい、そ
の結果、上方支持部材５６や支持部材５５の先端部に上記磁性部材が引き寄せられるおそ
れもある。しかし、本実施形態では上方支持部材５６や支持部材５５の先端部を支持部材
用防護部材６９で覆っているので、そのようなおそれをなくすことが可能である。
【００３８】
　なお、防護部材６０と回転式防護部材６３を目の細かい網状のものとして実施してもよ
い。このようにすれば、防護部材６０や回転式防護部材６３の外側から防護部材６０と回
転式防護部材６３の内側を見通せるだけでなく、防護部材６０と回転式防護部材６３の軽
量化を達成できる。
　さらに、防護部材６０と回転式防護部材６３を網状の部材として実施する場合は、防護
部材６０と回転式防護部材６３の表面（少なくとも外側面）を電磁石５８が作る磁界より
も強い磁界を発生する磁性材料によって構成してもよい。このようにすれば、電磁石５８
が作りだす磁界によって磁気アンカー遠隔誘導システム５０の周囲に位置している防護部
材６０及び回転式防護部材６３の網目より小さい磁性部材が引き寄せられても、この磁性
部材は防護部材６０や回転式防護部材６３の外側面に吸着するので、防護部材６０や回転
式防護部材６３の網目を通り抜けることがない。
【００３９】
　また、寝台５１を床面Ｆに対して移動したり、あるいは上下方向に高さを変えられるも
のとしてもよい。
　さらに、蝶番６２の一方の回動片を寝台５１に固定し、他方の回動片を回転式防護部材
６３の下端部に固定し、回転式防護部材６３の上端部に上方支持部材５６に設けた被ロッ
ク部材をロック可能なロック装置６６を設けてもよい。
　また、回転式防護部材６３側に被ロック部材を設けて寝台５１（または上方支持部材５
６）にロック装置６６を設けてもよい。
　なお、支持部材用防護部材６９は、その下部を下方に延ばすことにより防護部材６０や
回転式防護部材６３と重なるように設けても良いし、防護部材６０や回転式防護部材６３
と一体的に設けても良い。
【００４０】
　続いて、本発明の第２の実施形態について図９～図１１を用いて説明する。なお、第１
の実施形態と同じ部材には同じ符号を付すに止めて、その詳細な説明は省略する。
　本実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システム７０の上方支持部材５６は、防護部材６０
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と反対側の側面に同一形状の水平板７１、水平板７２を上下一対として備えている。水平
板７１及び水平板７２の端面には共に前後方向に延びる回転軸回りに回転可能な前後一対
の蝶番７３と蝶番７４の一方の回動片が固定してある。蝶番７３の他方の回動片には水平
板７１と同幅の開閉板７５の上端部が固定してあり、蝶番７４の他方の回動片には開閉板
７５と同形状かつ開閉板７５と平行な開閉板７６の上端部が固定してある。さらに、開閉
板７５と開閉板７６の下端部には共に前後方向に延びる回転軸回りに回転可能な前後一対
の蝶番７７と蝶番７８の一方の回動片が固定してあり、蝶番７７及び蝶番７８の他方の回
動片は開閉板７５及び開閉板７６と同幅でかつ開閉板７５及び開閉板７６より短寸の端部
板７９に固定してある。図示するように、端部板７９には取手６４とロック装置６６が設
けてある。
　水平板７１、水平板７２、蝶番７３、蝶番７４、開閉板７５、開閉板７６、蝶番７７、
蝶番７８及び端部板７９は平行リンク式防護部材８０の構成要素である。また、水平板７
１、水平板７２、開閉板７５、開閉板７６及び端部板７９は防護部材６０及び回転式防護
部材６３と同じ材質として実施可能である（網状としたり、表面を磁性材料で構成するこ
とも可）。
【００４１】
　平行リンク式防護部材８０は、図９の実線及び図１０に示す閉位置（端部板７９の下端
部が寝台５１の上面の側縁部に接触する位置）と、上方に跳ね上がる開位置（図９の仮想
線及び図１１の位置）との間を移動可能である。そして、平行リンク式防護部材８０が閉
位置に移動すると、端部板７９に設けたロック装置６６が寝台５１に設けた被ロック部材
と係合することにより平行リンク式防護部材８０を閉位置にロックする。
　さらに、水平板７１には電線Ｌ１と接続しかつ蝶番７３の近傍に位置する接点装置６８
と同じ構造の接点装置（図示略。制御手段）が設けてある。この接点装置は、平行リンク
式防護部材８０が開位置に位置するときは可動接点と固定接点が離れ、平行リンク式防護
部材８０が閉位置に位置するときは開閉板７５の上端部によって押された可動接点が固定
接点と接触する。従って、本実施形態でも平行リンク式防護部材８０が閉位置に位置する
と電磁石５８が作動可能になり（電磁石５８作動用のスイッチ（図示略）の操作が有効な
状態になる）、平行リンク式防護部材８０が開位置に位置するときは電磁石５８は作動不
能になる。
【００４２】
　また、本実施形態の平行リンク式防護部材８０が開位置と閉位置の間を移動するときの
端部板７９（取手６４）の左右方向の移動量は小さいので、手術室のスペースを有効利用
することが可能である。
　なお、平行リンク式防護部材８０の上下を逆にし（水平板７１及び水平板７２を寝台５
１側に固定し、端部板７９を上側に位置させる）、上方支持部材５６にロック装置６６と
係合可能な被ロック部材を設けてもよい。
　また、端部板７９側に被ロック部材を設けて寝台５１（または上方支持部材５６）にロ
ック装置６６を設けてもよい。
　また、上方支持部材５６の上部及び支持部材５５の水平部の先端部の周囲を囲む、支持
部材用防護部材６９に相当する部材を設けても良い。
【００４３】
　続いて、本発明の第３の実施形態について図１２及び図１３を用いて説明する。なお、
従前の実施形態と同じ部材には同じ符号を付すに止めて、その詳細な説明は省略する。
　本実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システム９０では支持部材５５の先端部で上方支持
部材９１を支持しており、上方支持部材９１の下部に磁力発生装置５７を固定している。
さらに、床面Ｆには上方支持部材９１の直下に位置する寝台９２が載置してある。
　上方支持部材９１の支持部材５５側の側部には、機械的に強度の強い非磁性材料製の繊
維からなり、かつ側面視台形をなす布製防護部材９３の上端部が固着してあり、布製防護
部材９３の下端部は寝台９２の支持部材５５側の側部に固着してある。
　上方支持部材９１の支持部材５５と反対側の側部には、布製防護部材９３と同じ材質で
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かつ布製防護部材９３の上端部と同じ形状（台形形状）である上側布製防護部材９５の上
端部が固着してある。また、寝台９２の支持部材５５と反対側の側部には、布製防護部材
９３と同じ材質でかつ布製防護部材９３の下部と同じ形状（台形形状）の下側布製防護部
材９６の下端部が固着してある。さらに、上側布製防護部材９５の下縁部と下側布製防護
部材９６の上縁部には線ファスナが設けてある。具体的には、上側布製防護部材９５の下
縁部に務歯９７（スライダ９９を有する）を縫いつけ、下側布製防護部材９６の上縁部に
務歯９７と同じ長さの務歯９８を縫いつけている。
　さらに、下側布製防護部材９６には切れ目を入れることにより周辺部に対して捲り上げ
ることが可能な開閉窓部１００が形成してある。そして、開閉窓部１００の周縁部には務
歯１０１（スライダ１０３を有する）が縫いつけてあり、孔の縁部には務歯１０１と同じ
長さの務歯１０２が縫いつけてある。
　さらに、上側布製防護部材９５には接点装置６８と同じ構造の接点装置（図示略。制御
手段。電線Ｌ１と接続している）が設けてある（務歯９７、務歯９８が完全に閉じたとき
に、スライダ９９が可動接点を固定接点に接触するまで押圧し、少しでも開いたときはス
ライダ９９が可動接点から離れることにより可動接点が固定接点から離間する）。
【００４４】
　本実施形態では、上側布製防護部材９５の下縁部と下側布製防護部材９６の上縁部を対
向させた状態でスライダ９９を図１３の右端部までスライドさせると、務歯９７と務歯９
８が完全に閉じるので、寝台９２に横たわっている患者Ａの両側部を布製防護部材９３、
上側布製防護部材９５、及び下側布製防護部材９６で防護できる。
　そして、務歯９７と務歯９８が完全に閉じると上記接点装置が閉じるので、電磁石５８
が作動可能になる。
　一方、スライダ９９を図１３の左端までスライドさせれば上側布製防護部材９５と下側
布製防護部材９６が分離する。そして、務歯９７と務歯９８が少しでも離れると上記接点
装置が開くので、電磁石５８は作動不能になる。
　なお、本実施形態において寝台９２に、下側布製防護部材９６を上側布製防護部材９５
から分離した（開いた）際に下側布製防護部材９６を収納するための収納部材を設けても
良い。また、寝台９２を床面Ｆに対して移動したり、あるいは上下方向に高さを変えられ
るものとしてもよい。
　さらに、上方支持部材９１の左右幅を寝台９２と同幅にしたり、寝台９２より広幅とし
てもよい。
　また、上方支持部材５６の上部及び支持部材５５の水平部の先端部の周囲を囲む、支持
部材用防護部材６９に相当する部材を設けても良い。
【００４５】
　続いて、本発明の第４の実施形態について図１４及び図１５を用いて説明する。なお、
従前の実施形態と同じ部材には同じ符号を付すに止めて、その詳細な説明は省略する。
　本実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システム１１０では、上方支持部材５６の支持部材
５５側の側面に支持部材５５側に向かって延びる支持板１１１の一方の端部を固定してい
る。支持板１１１の支持部材５５側の側縁部には、その他の部分に比べて上下寸法が大き
い被係止部材１１２が設けてある。被係止部材１１２には、接点装置６８と同じ構造の接
点装置１１５（電線Ｌ１に接続している）が設けてある。
　さらに、上方支持部材５６の支持部材５５と反対側の端部には支持板１１１と略左右対
称形状をなす支持板１１３の一方の端部が固定してあり、支持板１１３の支持部材５５と
反対側の縁部は被係止部材１１２と同形状の被係止部材１１４が設けてある。また、被係
止部材１１４にも接点装置１１５（電線Ｌ１に接続している）が設けてある。
【００４６】
　寝台９２の支持部材５５側の側部の下面には、前後方向（寝台９２の長手方向）に延び
かつ自身の軸線回りに回転可能な巻取軸（図示略）を内蔵する巻取収納部材１１７が設け
てあり、該巻取軸に布製防護部材９３と同じ材質の布製防護部材１１８の下端部が固着し
てある。巻取軸には布製防護部材１１８を巻き取る方向に回転付勢するばねが設けてある
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ので、布製防護部材１１８には常に巻き取り方向の力が掛かっている。さらに、布製防護
部材１１８の上端部には係止部材１１９が固着してあるので、布製防護部材１１８を上方
に引き上げて係止部材１１９を被係止部材１１２に係止すれば、布製防護部材１１８によ
って寝台９２の支持部材５５側の側部と支持板１１１との間を塞ぐことができる。
　一方、寝台９２の支持部材５５と反対側の側部の下面には、巻取収納部材１１７と同じ
構造の巻取収納部材１２０が設けてあり、巻取収納部材１２０の巻取軸には布製防護部材
９３と同じ材質かつ同じ形状の布製防護部材１２１の下端部が固着してある。布製防護部
材１２１の上端部には係止部材１２２が固着してあるので、巻取収納部材１２０を上方に
引き上げて係止部材１２２を支持板１１３の被係止部材１１４に係止すれば、布製防護部
材１２１によって寝台９２の支持部材５５と反対側の側部と支持板１１３との間を塞ぐこ
とができる。
　そして、このように寝台９２に横たわっている患者Ａの両側部を布製防護部材１１８と
布製防護部材１２１とで塞げば、患者Ａの両側部を布製防護部材１１８と布製防護部材１
２１とで防護できる。
【００４７】
　本実施形態では、係止部材１１９を支持板１１１の被係止部材１１２に係止し（布製防
護部材１１８によって寝台９２と支持板１１１の間を塞ぎ）、かつ、係止部材１２２を支
持板１１３の被係止部材１１４に係止すると（布製防護部材１２１によって寝台９２と支
持板１１３の間を塞ぐと）、係止部材１１９及び係止部材１２２が対応する接点装置１１
５の可動接点を固定接点に接触するまで押すので、電磁石５８が作動可能になる。
　一方、係止部材１１９と係止部材１２２の少なくとも一方を対応する被係止部材１１２
、１１４から外すと、対応する接点装置１１５の可動接点が固定接点から離れるので電磁
石５８は作動不能になる。
　なお、巻取収納部材１１７と巻取収納部材１２０をそれぞれ支持板１１１と支持板１１
３に設け、かつ布製防護部材１１８と布製防護部材１２１の下端部に寝台９２に設けた被
係止部材と係合可能な係止部材を設けても良い。
　また、上方支持部材５６の上部及び支持部材５５の水平部の先端部の周囲を囲む、支持
部材用防護部材６９に相当する部材を設けても良い。
　さらに、係止部材１１９及び係止部材１２２とは別に、係止部材１１９と係止部材１２
２が対応する被係止部材１１２、１１４に係合したときに、布製防護部材１１８と布製防
護部材１２１が対応する巻取収納部材１１７、１２０に巻き取られるのを防止するための
補助係止手段（図示略）を設けても良い。
【００４８】
　続いて、本発明の第５の実施形態について図１６及び図１７を用いて説明する。なお、
従前の実施形態と同じ部材には同じ符号を付すに止めて、その詳細な説明は省略する。
　本実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システム１３０では、寝台９２の長手方向の中央部
の支持部材５５側の側部に下側防護部材１３１を固定している。一方、寝台９２の長手方
向の中央部の支持部材５５と反対側の側部には下側防護部材１３１より低寸の部材である
下側防護部材１３２を固定している。下側防護部材１３２の上端部には前後方向に延びる
回転軸を有する蝶番１３３の一方の回動片が固定してあり、蝶番１３３の他方の回動片に
は下側回転式防護部材１３４が固定してある。
　支持部材５５の水平部には、上方支持部材５６の下半部及び磁力発生装置５７（電磁石
５８）を囲む箱型の上側防護部材１３６が固定してある。上側防護部材１３６の支持部材
５５の垂直部側の下端部は下側防護部材１３１の上端部に接触する突部となっている。一
方、上側防護部材１３６の支持部材５５と反対側の下端部には、前後方向に延びる回転軸
を有する蝶番１３７の一方の回動片が固定してあり、蝶番１３７の他方の回動片には下側
回転式防護部材１３４と略上下対称形状をなす上側回転式防護部材１３８が固定してある
。さらに、上側回転式防護部材１３８の先端部には下側回転式防護部材１３４に設けた被
ロック部材と係合可能なロック装置１３９が設けてある。
　さらに、上側回転式防護部材１３８にはロック装置１３９が下側回転式防護部材１３４
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の被ロック部材と係合したときに、その可動接点が固定接点と接触し、非係合状態のとき
は可動接点が固定接点から離間する、接点装置６８と同じ構造（電線Ｌ１に接続する）の
接点装置１４０が固定してある。
【００４９】
　本実施形態では、下側回転式防護部材１３４と上側回転式防護部材１３８を互いに接近
する方向に回転させて、上側回転式防護部材１３８のロック装置１３９を下側回転式防護
部材１３４の被ロック部材に係合（ロック）すれば、寝台９２に横たわっている患者Ａの
両側部を下側防護部材１３１、上側防護部材１３６、下側回転式防護部材１３４及び上側
回転式防護部材１３８によって防護できる。さらに、このようにロック装置１３９を下側
回転式防護部材１３４の被ロック部材に係合（ロック）すると、接点装置１４０が閉じる
ので、電磁石５８が作動可能になる。
　一方、上側回転式防護部材１３８のロック装置１３９と下側回転式防護部材１３４の被
ロック部材との係合（ロック）を解除し、下側回転式防護部材１３４と上側回転式防護部
材１３８を互いに遠ざかる方向に回転させれば、寝台９２の支持部材５５と反対側の側部
が開放される。さらに、接点装置１４０が開くので電磁石５８が作動不能になる。
【００５０】
　本実施形態の下側回転式防護部材１３４と上側回転式防護部材１３８は、第１の実施形
態の防護部材６０及び回転式防護部材６３と同様に、網状としたり、表面を磁性材料で構
成することが可能である。
　また、下側回転式防護部材１３４側にロック装置１３９や接点装置１４０を設けて、上
側回転式防護部材１３８側に被ロック部材を設けてもよい。
　また、上方支持部材５６の上部及び支持部材５５の水平部の先端部の周囲を囲む、支持
部材用防護部材６９に相当する部材を設けても良い。
【００５１】
　続いて、本発明の第６の実施形態について図１８～図２０を用いて説明する。なお、従
前の実施形態と同じ部材には同じ符号を付すに止めて、その詳細な説明は省略する。
　本実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システム１５０では、基台５４に中空かつ上端が開
口する支持支柱１５１が固定してあり、支持支柱１５１の内部には正面視倒立Ｌ字形をな
すスライド支柱１５２の垂直部が上下方向にスライド可能に挿入してある。スライド支柱
１５２の先端部には上方支持部材１５３が固定してあり、上方支持部材１５３の下部には
磁力発生装置５７（電磁石５８）が固定してある。
　上方支持部材１５３には左右両端部が中央部に比べて下方に突出し、かつ上方支持部材
１５３の下半部及び磁力発生装置５７（電磁石５８）を囲む箱型の上側スライド式防護部
材１５４が固定してある。
　図２０に示すように、上側スライド式防護部材１５４の側面にはシーソー式の開閉スイ
ッチ１５５が設けてある。この開閉スイッチ１５５は支持支柱１５１の内部に設けたモー
タ（図示略）と電気的に接続しており、開閉スイッチ１５５の一方の端部を押すとモータ
の動力によってスライド支柱１５２が支持支柱１５１に対して上昇し、開閉スイッチ１５
５の他方の端部を押すとモータの動力によってスライド支柱１５２が支持支柱１５１に対
して下降する。
　さらに、上側スライド式防護部材１５４の下端面には押されることにより可動接点が固
定接点と接触し、可動接点が押されないときは可動接点と固定接点が離間する、接点装置
６８と同じ構造の接点装置１５６（電線Ｌ１に接続する）が固定してある。
【００５２】
　本実施形態の寝台１５８は、床面Ｆに固定した支持支柱１５９と、支持支柱１５９に対
して上下方向にスライド可能なスライド部１６０と、を具備している。
　スライド部１６０の長手方向の中央部の両側部には左右一対の下側スライド式防護部材
１６１が設けてある。下側スライド式防護部材１６１における支持支柱１５１と反対側の
側面にはシーソー式の開閉スイッチ１６２が設けてある（図２０参照）。この開閉スイッ
チ１６２は支持支柱１５９の内部に設けたモータ（図示略）と電気的に接続しており、開
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閉スイッチ１６２の一方の端部を押すとこのモータの動力によってスライド部１６０が支
持支柱１５９に対して上昇し、開閉スイッチ１６２の他方の端部を押すとモータの動力に
よってスライド部１６０が支持支柱１５９に対して下降する。
【００５３】
　本実施形態では、開閉スイッチ１５５と開閉スイッチ１６２を操作して、上側スライド
式防護部材１５４と下側スライド式防護部材１６１を互いに接近させることにより上側ス
ライド式防護部材１５４の下端面と下側スライド式防護部材１６１の上端面を接触させれ
ば、寝台９２に横たわっている患者Ａの両側部を上側スライド式防護部材１５４と下側ス
ライド式防護部材１６１とで防護できる。さらに、このように上側スライド式防護部材１
５４の下端面と下側スライド式防護部材１６１の上端面を接触すると、接点装置１５６の
可動接点が下側スライド式防護部材１６１の上端面によって押圧され固定接点と接触する
ので、電磁石５８が作動可能になる。
　一方、開閉スイッチ１５５と開閉スイッチ１６２を操作して、上側スライド式防護部材
１５４と下側スライド式防護部材１６１を互いに離れる方向に移動させれば、寝台９２に
横たわっている患者Ａの両側部を開放できる。さらに、下側スライド式防護部材１６１の
上端面が接点装置１５６の可動接点から離れ可動接点が固定接点から離間するので、電磁
石５８が作動不能になる。
【００５４】
　本実施形態でも寝台１５８を床面Ｆに対して移動可能とすることが可能である。また、
上側スライド式防護部材１５４及び下側スライド式防護部材１６１を、第１の実施形態の
防護部材６０及び回転式防護部材６３と同様に、網状としたり、表面を磁性材料で構成す
ることが可能である。
　また、上方支持部材１５３の上部及びスライド支柱１５２の水平部の先端部の周囲を囲
む、支持部材用防護部材６９に相当する部材を設けても良い。
【００５５】
　続いて、本発明の第７の実施形態について図２１及び図２２を用いて説明する。なお、
従前の実施形態と同じ部材には同じ符号を付すに止めて、その詳細な説明は省略する。
　本実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システム１７０では、上方支持部材５６に、上下方
向の軸線を有する円筒形状をなしかつ上下方向に伸縮自在な蛇腹式防護部材１７１の上端
部を支持させている。蛇腹式防護部材１７１は透明なビニール製なので外部から中の様子
を視認可能である。
　図示するように、蛇腹式防護部材１７１の側面には取手１７２が固定してある。従って
、取手１７２を把持して蛇腹式防護部材１７１を上昇させれば寝台９２に横たわっている
患者Ａの両側部を開放できる。一方、蛇腹式防護部材１７１を下降させて蛇腹式防護部材
１７１の底面を寝台５１の上面に接触させれば患者Ａの両側部を防護できる。なお、蛇腹
式防護部材１７１の底面が寝台５１の上面に接触すると、このときの衝撃を蛇腹式防護部
材１７１全体で吸収するので、蛇腹式防護部材１７１に大きな負荷が掛かることはない。
　また、蛇腹式防護部材１７１の下端部には前後一対の凹部１７３が形成してある。この
凹部１７３は、図示のように蛇腹式防護部材１７１の底面を寝台５１の上面に接触させた
ときに患者Ａを避けるためのものである。なお、蛇腹式防護部材１７１は柔軟なビニール
製なので、仮に凹部１７３が患者Ａに接触しても患者Ａは痛みを感じることはない。
　図示は省略してあるが、蛇腹式防護部材１７１の底面には接点装置６８と同じ構造の接
点装置（制御手段。電線Ｌ１と接続している）が設けてある。従って、蛇腹式防護部材１
７１の底面が寝台５１の上面に接触すると、寝台５１の上面によって接点装置の可動接点
が固定接点に接触し、電磁石５８が作動可能になる。一方、蛇腹式防護部材１７１を上昇
させると、可動接点が固定接点から離れるので電磁石５８が作動不能になる。
【００５６】
　なお、蛇腹式防護部材１７１の下端部を寝台５１の上面に固定し、かつ蛇腹式防護部材
１７１の上端部を上方支持部材５６に対して接離可能とし、蛇腹式防護部材１７１の上端
部に上方支持部材５６に設けた被ロック部材とロック可能なロック装置を設けても良い。
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　また、蛇腹式防護部材１７１側に被ロック部材を設けて、寝台５１（または上方支持部
材５６）側にロック装置を設けても良い。
　また、上方支持部材５６の上部及び支持部材５５の水平部の先端部の周囲を囲む、支持
部材用防護部材６９に相当する部材を設けても良い。
【００５７】
　続いて、本発明の第８の実施形態について図２３及び図２４を用いて説明する。なお、
従前の実施形態と同じ部材には同じ符号を付すに止めて、その詳細な説明は省略する。
　本実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システム１８０の寝台１８１は、その長手方向の中
央部の両側部に一対の支持突部１８２を一体的に備えている。さらに、寝台１８１の内部
には正面視略半円形状をなし、その両端部が左右の支持突部１８２の上端面において開口
する収納凹部１８３が形成してある。
　収納凹部１８３には、断面形状が収納凹部１８３と同一曲率の円弧形状をなす左右一対
のスライド式防護部材１８４、スライド式防護部材１８５がスライド自在に挿入してある
。寝台１８１の内部にはスライド式防護部材１８４及びスライド式防護部材１８５をスラ
イドさせるためのモータ１８６が設けてあり、支持突部１８２の側面にはこのモータ１８
６を操作するためのシーソー式の開閉スイッチ１８７が設けてある。さらに、スライド式
防護部材１８４のスライド式防護部材１８５との対向端面には、接点装置６８と同じ構造
の接点装置（電線Ｌ１と接続している）が設けてある。
【００５８】
　本実施形態では、開閉スイッチ１８７を操作してモータ１８６の動力によりスライド式
防護部材１８４及びスライド式防護部材１８５を上方にスライドさせて両者の端面を接触
させれば、寝台１８１に横たわっている患者Ａの両側部をスライド式防護部材１８４とス
ライド式防護部材１８５とで防護できる。さらに、このようにスライド式防護部材１８４
とスライド式防護部材１８５の端面同士が接触すると、上記接点装置の可動接点が固定接
点と接触するので、電磁石５８が作動可能になる。
　一方、開閉スイッチ１８７を操作してスライド式防護部材１８４及びスライド式防護部
材１８５を下方にスライドさせて、スライド式防護部材１８４とスライド式防護部材１８
５を収納凹部１８３の内部に完全に収納すれば、寝台１８１に横たわっている患者Ａの両
側部を開放できる。さらに、スライド式防護部材１８４の端面が上記接点装置の可動接点
から離間するので、電磁石５８が作動不能になる。
【００５９】
　本実施形態でも、寝台１８１を床面Ｆに対して移動可能とすることが可能である。また
、スライド式防護部材１８４及びスライド式防護部材１８５を、第１の実施形態の防護部
材６０及び回転式防護部材６３と同様に、網状としたり、表面を磁性材料で構成すること
が可能である。
　また、上方支持部材５６の上部及び支持部材５５の水平部の先端部の周囲を囲む、支持
部材用防護部材６９に相当する部材を設けても良い。
【００６０】
　最後に本発明の第９の実施形態について図２５～図３０を用いて説明する。なお、従前
の実施形態と同じ部材には同じ符号を付すに止めて、その詳細な説明は省略する。
　本実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システム１９０では、床面Ｆ上に寝台９２の左右両
側に位置させて左右一対の支持台１９１を固定している。左右の支持台１９１の上面には
、正面視下向きＵ字形をなすスライド式支持レール１９２の両端部が、寝台９２の長手方
向（前後方向）に対してスライド自在に支持してある。スライド式支持レール１９２には
、スライド式支持レール１９２に対してスライド自在な磁力発生装置支持部材１９４が取
り付けてあり、磁力発生装置支持部材１９４の内側端部に磁力発生装置５７（電磁石５８
）を設けている。
　スライド式支持レール１９２は図示を省略したモータの動力によって前後方向にスライ
ド可能であり、磁力発生装置支持部材１９４は図示を省略した別のモータの動力によって
スライド式支持レール１９２に沿ってスライド可能であり、上記両モータはともに電線Ｌ
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１と接続している。従って、図示を省略した操作盤を操作することによりこれらのモータ
を制御すれば、磁力発生装置５７（電磁石５８）の寝台９２に対する前後方向位置とスラ
イド式支持レール１９２に対する相対位置を制御できる。
【００６１】
　床面Ｆには寝台９２、支持台１９１及びスライド式支持レール１９２の周囲を覆う小屋
型防護部材１９５が載置してある。
　この小屋型防護部材１９５は、正面視下向Ｕ字形をなす複数の金属製（例えば、チタン
）のフレーム部材１９６と、側面視下向Ｕ字形をなす複数の金属製（例えば、チタン）の
フレーム部材１９７と、各フレーム部材１９６及びフレーム部材１９７の周面を囲む平面
視略矩形の複数の金属製（例えば、チタン）のフレーム部材１９８と、を溶接により互い
に接合し、さらにその表面全体を非磁性材料（例えば、超高強力ポリエチレン繊維など）
からなる目の細かい網状被覆部材１９９（図２８参照）によって覆ったものである。さら
に、図示するように、磁気アンカー遠隔誘導システム１９０の前面の左側部近傍には縦長
矩形の開口部２００が形成してあり、開口部２００には下向Ｕ字形の開口フレーム部材２
０１が嵌合固定してある。さらに、開口フレーム部材２０１には上下方向の軸回りに回転
可能な蝶番２０２の一方の回動片が固定してあり、蝶番２０２の他方の回動片には開口フ
レーム部材２０１と略同形状のドア２０３の側縁部が固定してある（ドア２０３の両面に
は取手２０４と取手２０５が設けてある）。
　さらに、図２９及び図３０に示すように開口フレーム部材２０１とドア２０３の対向部
分にはそれぞれ固定接点２０７と可動接点２０８が固定してある。固定接点２０７と可動
接点２０８は電線Ｌ１と接続しているので、図２９に示すようにドア２０３を閉めると固
定接点２０７と可動接点２０８が接触することにより電線Ｌ１に電流が流れ、図３０に示
すようにドア２０３を開けると固定接点２０７と可動接点２０８が離れるので電線Ｌ１に
は電流は流れない。
【００６２】
　このような本実施形態では、寝台９２、支持台１９１及びスライド式支持レール１９２
の周囲を小屋型防護部材１９５で囲んでいるので、ドア２０３を閉めていれば電磁石５８
が強い磁界を発生しても小屋型防護部材１９５の外側に位置する磁性部材が小屋型防護部
材１９５の内側に入ることがない。また、ドア２０３が閉じて固定接点２０７と可動接点
２０８が接触したときのみ電線Ｌ１に電流が流れて電磁石５８が動作可能になるので、ド
ア２０３が開いた状態で電磁石５８が動作することにより、開口フレーム部材２０１とド
ア２０３の隙間から小屋型防護部材１９５の外側にある磁性部材が小屋型防護部材１９５
の内側に侵入することはない。従って、従前の実施形態に比べて内視鏡的切除術をより円
滑に行える。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の磁気アンカー遠隔誘導システムを用いた内視鏡術を説明するための図で
あり、内視鏡によってクリップを胃の内部に運んだ状態を示す図である。
【図２】同じく、内視鏡によって磁気アンカーを胃の内部に運んだ状態を示す図である。
【図３】同じく、磁力発生装置の磁力を利用して磁気アンカーを胃の壁面に吸着させた状
態を示す図である。
【図４】同じく、内視鏡によって連結ひもを胃の内部に運んだ状態を示す図である。
【図５】同じく、連結ひもによって磁気アンカーとクリップを連結し、磁力発生装置の磁
力を利用して磁気アンカーを引っ張った状態を示す図である。
【図６】同じく、磁気アンカーの動力によって持ち上げられた患部を処置具で切除する状
態を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システムの正面図である。
【図８】同じく磁気アンカー遠隔誘導システムの側面図である。
【図９】本発明の第２の実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システムの正面図である。
【図１０】同じく、平行リンク式防護部材が閉じたときの磁気アンカー遠隔誘導システム
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の側面図である。
【図１１】同じく、平行リンク式防護部材が開いたときの磁気アンカー遠隔誘導システム
の側面図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システムの正面図である。
【図１３】同じく、磁気アンカー遠隔誘導システムの側面図である。
【図１４】本発明の第４の実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システムの正面図である。
【図１５】同じく、磁気アンカー遠隔誘導システムの側面図である。
【図１６】本発明の第５の実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システムの正面図である。
【図１７】同じく、磁気アンカー遠隔誘導システムの側面図である。
【図１８】本発明の第６の実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システムの上側スライド式防
護部材と下側スライド式防護部材が閉じたときの正面図である。
【図１９】同じく、上側スライド式防護部材と下側スライド式防護部材が開いたときの正
面図である。
【図２０】同じく、磁気アンカー遠隔誘導システムの側面図である。
【図２１】本発明の第７の実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システムの正面図である。
【図２２】同じく、磁気アンカー遠隔誘導システムの側面図である。
【図２３】本発明の第８の実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システムの正面図である。
【図２４】同じく、磁気アンカー遠隔誘導システムの側面図である。
【図２５】本発明の第９の実施形態の磁気アンカー遠隔誘導システムの小屋型防護部材の
側面図である。
【図２６】同じく、小屋型防護部材の一部を破断して示す磁気アンカー遠隔誘導システム
の正面図である。
【図２７】同じく、小屋型防護部材の一部を破断して示す磁気アンカー遠隔誘導システム
の側面図である。
【図２８】同じく、小屋型防護部材の部分拡大図である。
【図２９】図２５のXXIX－XXIX矢線に沿う断面図である。
【図３０】ドアが開いたときの図２９と同様の断面図である。
【符号の説明】
【００６４】
１０　　内視鏡
１１　　挿入部
１２　　処置具用チャンネル
１３　　クリップ挿入用チューブ
１５　　クリップ（止着部材）
１６　　開閉片
１７　　ラチェット部材
１９　　把持鉗子
２０　　開閉片
２２　　磁気アンカー
２３　　突片
２４　　係止孔
２５　　連結具
２６　　ひも
２７　２８　フック
３０　　高周波メス
５０　　磁気アンカー遠隔誘導システム
５１　　寝台
５２　　凹溝
５４　　基台
５５　　支持部材
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５６　　上方支持部材
５６ａ　固定部材
５７　　磁力発生装置
５８　　電磁石
６０　　防護部材
６２　　蝶番
６３　　回転式防護部材
６４　　取手
６５　　ガススプリング
６６　　ロック装置
６８　　接点装置（制御手段）
６９　　支持部材用防護部材
６９ａ　開閉部
７０　　磁気アンカー遠隔誘導システム
７１　７２　水平板
７３　７４　蝶番
７５　７６　開閉板
７７　７８　蝶番
７９　　端部板
８０　　平行リンク式防護部材（回転式防護部材）
９０　　磁気アンカー遠隔誘導システム
９１　　上方支持部材
９２　　寝台
９３　　布製防護部材
９５　　上側布製防護部材
９６　　下側布製防護部材
９７　９８　務歯（エレメント）
９９　　スライダ
１００　開閉窓部
１０１　１０２　務歯（エレメント）
１０３　スライダ
１１０　磁気アンカー遠隔誘導システム
１１１　１１３　支持板
１１２　１１４　被係止部材
１１５　接点装置（制御手段）
１１７　１２０　巻取収納部材
１１８　１２１　布製防護部材
１１９　１２２　係止部材
１３０　磁気アンカー遠隔誘導システム
１３１　１３２　下側防護部材
１３３　蝶番
１３４　下側回転式防護部材
１３６　上側防護部材
１３７　蝶番
１３８　上側回転式防護部材
１３９　ロック装置
１４０　接点装置（制御手段）
１５０　磁気アンカー遠隔誘導システム
１５１　支持支柱
１５２　スライド支柱
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１５３　上方支持部材
１５４　上側スライド式防護部材（スライド式防護部材）
１５５　開閉スイッチ
１５６　接点装置（制御手段）
１５８　寝台
１５９　支持支柱
１６０　スライド部
１６１　下側スライド式防護部材
１６２　開閉スイッチ
１７０　磁気アンカー遠隔誘導システム
１７１　蛇腹式防護部材
１７２　取手
１７３　凹部
１８０　磁気アンカー遠隔誘導システム
１８１　寝台
１８２　支持突部
１８３　収納凹部
１８４　１８５　スライド式防護部材
１８６　モータ
１８７　開閉スイッチ
１９０　磁気アンカー遠隔誘導システム
１９１　支持台
１９２　スライド式支持レール
１９４　磁力発生装置支持部材
１９５　小屋型防護部材
１９６　１９７　１９８　フレーム部材
１９９　網状被覆部材
２００　開口部
２０１　開口フレーム部材
２０２　蝶番
２０３　ドア
２０４　２０５　取手
２０７　固定接点（制御手段）
２０８　可動接点（制御手段）
Ａ　　　患者（対象物）
Ａ１　　胃（対象部位）
Ｂ　　　患部
Ｃ　　　粘膜下層
Ｄ　　　固有筋層
Ｆ　　　手術室の床面
Ｌ１　　電線
ＯＴ　　オーバーチューブ
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